
校庭の桜が咲き始め、元気に活動する子ども達の明るい声が
学校中に響いています。それぞれが新しいスタートに張り切って
いる様子がうかがえます。
前回の「かいめいっこ」（校長講話）に掲載したように、今年度

は『いってみよう』『きいてみよう』『やってみよう』を合い言葉に、
それぞれが自分の『〇〇したい！』に挑戦していきます。
充実した学習活動にできるよう、学校中で取り組んでいきたい

と思います。そして、みんなが安心して学校生活が送れるよう、
年度当初に確認したいこと・お願いしたいことがあります。
以下をお読みいただき、ご理解とご協力をお願いいたします。

○お知らせ・お願い○
（１）欠席にかかわって
○欠席・遅刻・早退連絡は、Ｈ＆Ｓ（ホーム＆スクール）への入力をお願いします。
・午前５時～午後１１時まで入力が可能です（昨年度より入力可能時間を延長しました）。
・欠席（遅刻・早退）する日の３日前から入力が可能です。
・当日分は朝８時までの入力となっています。８時以降は、児童の対応のため、Ｈ＆Ｓの確認が
難しくなります。８時を過ぎてしまった場合は、電話での連絡をお願いします。「遅刻」を「欠
席」に変更する場合も、電話での連絡をお願いします。
・コメントには、基本的に返信をいたしません。（必要に応じて電話をさせていただく場合があ
ります。）

○運動着等の荷物は、週末に取りに来ていただくようお願いします。
・金曜日（休日の前日）は、１８：３０まで玄関を開けています。

３年生以上・・・お子さんの靴箱に荷物を置いておきます。
高学年昇降口の一番北側入り口（６年生側）からお入りください。

１，２年生・・・来賓入り口（事務室のある玄関）の長机に荷物を置いておきます。
・金曜日以外の日に宿題等を取りに来られる場合は、担任までお知らせください。準備がで
きるのは、児童下校後になります。下校時刻１０分後以降に来校いただくようお願いします。
・学校からの通知や学年便り等は、Ｈ＆Ｓで配信します。

（２）休日等の連絡について
夜間・休日に緊急で学校へ連絡する必要がある場合は、以下の連絡先へ連絡をお願いしま

す。 ＊夕方６時３０分～朝７時５０分は、自動応答（留守番）電話となります。
学校閉庁期間 および土日、祝日
昼 松本市教育委員会 ３３－４３９７
夜間 松本市役所宿直室 ３４－３０００

※担任の携帯電話はお知らせすることができません。ご承知おきください。

 
 

    

令和６年 ４月１２日（金） NO.２ 文責 教頭（木船）

玄関が開くのを並んで

待っている子ども達



（３）通知表・健康の記録について
通知表・健康の記録は、１０月と３月にお渡しします。
１０月・・・保護者懇談会に保護者の方へ ３月・・・終業式に児童へ

（４）スクールカウンセラーについて
今年度のスクールカウンセラーは 河野 美佳子 さんです。
相談希望がある場合には、担任または学校までお知らせください。来校日程については、計

画ができしだいお知らせいたします。

（５）校内教育支援センターについて
これまでの「相談室は「校内教育支援センター」という名称に変更しました。
本校では、「そらいろルーム」「あじさいルーム」と呼んでいます。様々な理由で、教室での学

習活動が難しい場合や、一時的に心を休めたい場合等に利用することができます。詳しくは、
次回のご案内をご覧ください。
☆相談窓口 教頭 西堀（重度障害・発達障害支援） 永沼（子どもと親の相談員）

（６）通学路について
登下校時には、決められた通学路を通ります。最近近道をしたりして、通学路ではない道を

通る児童を見かけます。必ず守るよう、ご家庭でも確認をお願いします。

（７）車での送迎について
本校周辺は、道路が狭いため、南門付近での児童の乗降は、他の車の妨げになってしまい

ます。また、正門（西門）から入ったロータリーは、児童との接触が大変心配です。ケガをしてい
る場合等、やむを得ない場合以外は、できるだけ車での送迎をしないようお願いします。
なお、７時～８時は、スクールゾーンのため進入禁止となっています。ご注意ください。

（８）携帯電話の所持について
やむを得ない理由で学校へ携帯電話を持ってくる場合は、「同意確認書」の提出が必要で
す。同意確認事項が守れる場合に、所持を許可いたします。必要な場合には担任までご連絡
ください。

（９）特別支援学級保護者懇談会について
年間行事予定表では ５月９日～１７日とお知らせしましたが、９日（木）～２２日（水）で行
います。個々の日程については、それぞれの学級からご連絡させていただきます。よろしくお願
いします。

（１０）相談窓口について
校内の相談窓口は、次の場所です。どんなことでも、お気軽に
ご相談ください。
☆校内教育支援センター（相談室） 保健室 校長室 職員室

様々な相談機関については、添付ファイルをご覧ください。


